
議案第１９３号 薩摩川内市里生活支援ハウスの指定管理者の指定について 

【高齢・介護福祉課】 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の概要 

⑴ 施設名  薩摩川内市里生活支援ハウス  

⑵ 設置条例  薩摩川内市生活支援ハウス条例  

⑶ 設置目的  

高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとと

もに、高齢者及びその介護家族に対して介護支援機能、

居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、

高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。  

⑷ 施設の事業 

内容  

高齢等のため居宅において生活することに不安のある  

者に対し、一定の期間住居を提供し、利用者に対する日  

常生活の介護、援助、各種相談、助言等を行うとともに、

緊急時の対応を行う。  

⑸ 現在の管理 

形態  
指定管理（委託料制）  

 

２  指定管理者に行わせる業務  

⑴ 施設の維持管理に関する業務 

ア 施設、附属設備、備品等の保全に関する業務 

イ 諸設備、機器、備品等の管理、貸出し、点検立会い等 

ウ 電気及び機械設備の運転保安管理業務 

エ 設備、機械等の保守点検業務 

オ 警備業務 

カ 清掃業務（ごみ処理を含む。） 

キ 駐車場管理業務 

ク 遺失物・拾得金の管理、警察署への届出及び時効による収納 

ケ その他施設等の良好な維持管理に必要な業務 

⑵ 施設の運営に関する業務 

ア 利用者に対する日常生活の援助、各種相談、助言等に関する業務 

イ 利用者の急病等の緊急時の対応に関する業務 

ウ 利用の承認、利用の承認の取消し等に関する業務 

エ 利用料及び光熱水費の実費料金の収受及び還付に関する業務 

⑶ 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める業務 

⑷ 自主事業 

 

３ 指定管理候補者の概要  

⑴ 名称 社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会 



⑵ 所在地 薩摩川内市永利町４１０７番地１ 

⑶ 代表者名 会長 上屋 和夫 

⑷ 設立年月日 平成１６年１０月１２日 

⑸ 基本財産 ９，０００千円 

⑹ 職員数 ２８７人（令和７年４月１日現在） 

⑺ 事業概要 

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣 

伝、連絡、調整及び助成 

４ １から３のほか、社会福祉を目的とする事業の健全 

な発達を図るために必要な事業 

５ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業と 

の連絡 

６ 共同募金事業への協力 

７ 心配ごと相談事業 

８ ボランティア活動の振興 

９ 居宅介護等事業の経営 

１０ 障害福祉サービス事業の経営 

１１ 居宅介護支援事業の経営 

１２ 老人デイサービス事業の経営 

１３ 老人短期入所事業の経営 

１４ 福祉サービス利用支援事業 

１５ 生活福祉資金等貸付事業 

１６ 総合福祉会館の経営 

１７ 特別養護老人ホームの経営 

１８ 養護老人ホームの経営 

１９ 高齢者生活支援ハウスの経営 

２０ 訪問給食サービス事業の経営 

２１ 高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業 

２２ 児童発達支援センターの経営 

２３ 児童発達支援事業施設の経営 

２４ 老人福祉バス及び障害者福祉バスの経営 

２５ 保育所の経営 

２６ 樋脇もくもくふれあい館の経営 

２７ 地域包括支援センターの経営 

２８ 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の 

経営 

２９ 成年後見事業 



３０ 指定保育所等訪問支援事業 

３１ 生活困窮者自立相談支援事業 

３２ 生活困窮者就労準備支援事業 

３３ 生活困窮者学習支援事業 

３４ 生活困窮者家計改善支援事業 

３５ 無料職業紹介事業 

３６ 福祉有償運送事業 

３７ その他この法人の目的達成のため必要な事業 

 

４ 当該指定管理候補者が示した事業計画の概要  

⑴ 基本方針 

高齢者に対して介護支援機能及び居住機能、交流機能

を総合的に提供し安心して健やかに生活を送れるよう支

援する。 

⑵ 管理計画 

・ 電気・機械等保全、清掃、警備等について、計画に

基づき管理する。 

・ 防犯対策を徹底する。 

・ 薩摩川内市社会福祉協議会甑島支所消防計画に基づ

き、年２回の訓練を実施し毎日防火点検を行う。 

・ 緊急時連絡体制の設置 

⑶ 運営計画 

・ 年２回の利用満足度アンケート調査を実施し利用者 

のニーズを把握し、月１回のチーム員会議等で情報を 

共有し利用者への対応や業務反映に努める。 

・ 利用者の健康状態を把握し、診療所と連携を取る。 

・ 施設設備について、利用者に危険が及ぶ場合は速や 

かに修繕等の対策を講ずる。 

・ 利用者同士のトラブル防止のため、職員は公平に接

し融和を図る。 

・ 施設での生活が健康で文化的なものであるよう、趣

味活 動 や 娯楽 、 レク リエ ー シ ョン 、 運 動 を 取 り 入 れ

る。 

・ 利用者からの苦情に対して運営規程に基づき、受付

窓口の設置、利用者及び家族に対する説明記録の整備

等必要な措置を講ずる。 

・ 運営規程に基づき秘密保持を厳守し、施設の情報に

関して利用者がいつでも閲覧できるよう努める。 

・ 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、高齢

者福祉施設、医療機関等と連携し利用者増及び利用促

進に努める。 



⑷ 組織体制 
管理者（兼務１名）、事務職員（兼務職員１名）、生

活援助員（兼務非常勤３名、宿直者（非常勤２名） 

⑸ 支出計画 

 

項目 
金額（千円） 

令和８年度 

支 出 

人件費 ８，６６４ 

光熱水費  １，９３６ 

修繕費  １００ 

管理費  ６７７ 

委託等  ３６５ 

合計 １１，７４２ 
 

 

５ 非公募による選定理由  

受託事業者が変わることで利用者の心理面に与える影響を考慮し、また、こ

れまでの適正な管理と運営状況から、現指定管理者である社会福祉法人薩摩川

内市社会福祉協議会を非公募による候補者とすることにした。  

 

６ 選定経過の概要  

⑴  選定委員会

開催日 
令和７年７月１７日（木） 

⑵ 選定委員 

保健福祉部長、財産マネジメント課長、高齢・介護福

祉 課 長 代 理 、 利 用 者 代 表 （ １ 名 ） 、 地 元 代 表 者 （ １

名）、有識者代表（１名）  計  ６名 

⑶ 申請団体数 

ア ①民間事業者     ②ＮＰＯ法人    

③出資法人      ④その他 １    

イ  ①市内事業者 １   ②市外事業者    

   ③県外業者      計  １者      

⑷  選定の理由 

施設の設置目的を踏まえた基本方針が適切であり、

組織や人員等の業務運営体制も安定しており、利用者

の安全と平等が確保できることと、薩摩川内市里生活

支援ハウス指定管理候補者選定委員会での審査結果を

踏まえて、社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会を

指定管理者の候補者として選定する。 

⑸ 採点結果表 別紙のとおり。 

 

 

 



（別紙）採点結果表 
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５　その他市長が定める必要な事項

 利用促進策が実施できるものとなっているか。 42

　情報公開及び個人情報保護についての適正な取扱いができるも
のとなっているか。また、施設や備品の管理や修繕が適正に行わ
れるものとなっているか。

4260
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600

計

合　　計

38

60

計

４　事業計画書に沿った管理・運営を安定して行う物的・人的能力を有しているか。

　管理運営にふさわしい団体の理念、運営方針を持っているか。
また、施設の管理業務に対する基本方針は適切であるか。

46

60
　安定した運営を行うため、職員の採用、確保、指導・研修体制
（クレーム対応を含む。）及び相談体制が確保されるものとなっ
ているか。

　適正な経費の縮減が図られるようになっているか。 84

　利用等の関係する者のニーズの把握及び実現策が実施できるも
のとなっているか。

46

計

２　事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービスの向上が図られるか。

　施設の設置目的が十分理解され、その目的を効果的に達成され
るものとなっているか。また、提案した内容を確実に実施できる
ものとなっているか。

46

60

60

60

120

計

３　施設の管理経費の縮減が図られるか。

　公平・公正性が確保されるものとなっているか。また、特定の
団体等を優遇するものとなっていないか。

44

１　事業計画書による施設の運営が、市民の安全と平等利用の確保を図るものであるか。

　関係する法律、条例等の基準が遵守され、利用者の安全対策や
緊急な事故等への対応が適切に行われるものとなっているか。

46

　配点（６名の
合計点）

60

審　査　項　目
薩摩川内市

社会福祉協議会

 


